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令和７年度１２月補正予算（案）の概要について 

 
 

令和７年１１月１８日 

（単位：千円） 

一 予算規模  

 

 １ 一 般 会 計      

            補   正   額                  ３,５８１,８９９ 

 

 

                   補 正 後 の 規 模               ６１７,９４６,５０７ 

 

 

                   前年度１２月補正後予算との対比          １０,２９０,１７４ 

                                       （１.７％増） 
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  《補正予算の財源》 

 

    特 定 財 源                                ８８６,１４０ 

 

 

国 庫 支 出 金                   ３９３,１４１ 

 

 

           繰   入    金             ４４７,２６６ 

 

 

そ   の     他                  ４５,７３３ 

 

 

    一 般 財 源                            ２,６９５,７５９ 

 

                     地 方 交 付 税                     ６０８,５７４ 

 

 

 

繰   越     金                   ２,０８７,１８５ 
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 ２ 特 別 会 計 

 

工 業 団 地 開 発 事 業 特 別 会 計                 １９０ 

 

   国 民 健 康 保 険 特 別 会 計                ４８１ 

 

＜債務負担行為＞ 

   能代港エネルギー基地建設用地整備事業特別会計             （１３,０００） 

 

   港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計            （１２０,９５０） 

 

 ３ 企 業 会 計 

 

   電 気 事 業 会 計                          ２９,８２６ 

 

   工 業 用 水 道 事 業 会 計                             △４,９４２ 

 

   下 水 道 事 業 会 計                           △９,１５８ 

 

＜債務負担行為＞ 

   下 水 道 事 業 会 計                （４９８,２００） 
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二 補正予算の主な内容 

今回の補正予算(案)は、ツキノワグマによる被害防止対策などの重点的に取り組む事業のほか、

公共事業の発注を前倒しするための債務負担行為等について計上した。 

 

 Ⅰ 重点的に取り組む事業  

 

 （１）ツキノワグマ捕獲緊急対策事業                      ２４,６５０ 

    ツキノワグマ被害の拡大に伴い、有害捕獲等による負担が大きくなってい 

る捕獲従事者を支援する。 

・補 助 先 （一社）秋田県猟友会 

・補 助 率 10/10（県 10/10） 

    ・補助単価 ①捕獲者奨励金  １頭当たり 7,000 円 

          ②猟友会慰労金  3,650 千円（定額） 

 

（２）医療保健福祉計画推進事業                      ４４３,４１６ 

①病床機能再編支援事業                 433,428 千円 

    医療需要に即した医療提供体制を確保するため、病床数の適正化に取り 

    組む医療機関に対し給付金を支給する。 

    ・支給先 病床削減を実施する医療機関（６機関） 

    ・支給額 病床稼働率に応じて削減１床当たり 1,140～2,280 千円 

    ②不整脈治療体制整備事業                  9,988 千円 

不整脈治療の拠点病院が行う設備整備に要する経費に対し助成する。 

・補 助 先 市立秋田総合病院 
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・補助対象 パルスフィールドアブレーション装置の導入経費 

・ 補 助 率 1/2（県 10/10）  

 

（３） 洋上風力発電関連先行投資者支援事業                  ６,０００ 

     洋上風力発電事業における事業者撤退の影響を軽減するため、先行して設 

備投資を実施した県内企業の借入金利子の一部を助成する。 

・補 助 先 「能代市、三種町及び男鹿市沖」、「由利本荘市沖」におけ 

る洋上風力発電関連産業への参入に向け、融資を受けて設備 

投資を実施した県内企業 

・補助対象  令和７年９月～令和８年３月の期間における借入金利子 

・補 助 率  1/2（県 10/10） 

 

（４）企業立地関連助成事業（制度改正）                       － 

①あきた企業立地促進助成事業                      

    経済波及効果の大きい企業の立地促進に向け、工場等の新増設に伴う設 

    備投資等に要する経費に対し助成する制度において、補助要件や補助率 

の加算要件にＡターン者の採用等に関する条件を導入する。              

・補助対象  製造業(環境・エネルギー型企業、資源素材型企業を含む)、 

           情報通信関連業 等 

・補助要件 投下固定資産額３億円以上、Ａターン者等または新卒常用 

雇用者１人以上 

    ・補 助 率 ５％（業種等やＡターン者等の人数に応じた加算要件あり） 

       ・限 度 額 原則５億円 
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②はばたく中小企業投資促進事業                     

      成長分野への参入など事業拡大に向けた設備投資と雇用を行う中小企業 

     の設備投資等の取組に対し支援する制度において、補助要件や補助率の 

加算要件にＡターン者の採用等に関する条件を導入する。 

     ・補助対象 製造業（環境・エネルギー型企業、資源素材型企業を含む）、 

情報通信関連業 等 

     ・補助要件 投下固定資産額１～３億円（環境・エネルギー型（エネル 

           ギー供給業を除く）については、3,000 万円～３億円）、 

Ａターン者等または新卒常用雇用者１人以上 

   ・補 助 率 ５％（業種等やＡターン者等の人数に応じた加算要件あり） 

     ・限 度 額  3,000万円 

③情報関連産業立地促進事業                      

ＩＣＴ企業の新規立地促進に向け、拠点整備や新規雇用者の人材育成等 

に要する経費に対し助成する制度において、補助要件にＡターン者の採 

用等に関する条件を導入する。 

・補助対象  情報関連事業を営む企業 

・補助要件 Ａターン者等または新卒常用雇用者５人以上 

    ・補助率等 建物・機械設備の賃借料、通信回線使用料の 20％(３年間) 

         新規雇用者の人材育成費  50 万円/人・年(３年間) 

       ・限 度 額 3,000 万円/年 
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（５）広域集客型劇場コンテンツ活用事業                       ３９,２００ 

劇団わらび座が行う、秋田県の民俗芸能等をモチーフとしたミュージカル 

造成等に要する経費に対し助成する。 

・補助先 劇団わらび座 

・補助率 10/10（県 10/10） 

 

  ＜債務負担行為＞ 

○戦略的広報推進事業                             （８２,０２９） 

 効果的な広報の実施に向けて、アンケート調査等により今後のあり方を検 

討するととともに、広報紙やＳＮＳを通じて、県政情報を発信する。 

・設定期間 令和８年度 

 

  ○移住相談体制強化事業                         （４１,７１８） 

   都内に設置した「秋田県あきた暮らし・交流拠点センター（アキタコアベ 

ース）」の県内相談拠点を新設するとともに、両拠点の業務の一部を民間 

委託し、一貫した支援体制を構築する。 

・実施内容 ２つの相談拠点（東京・秋田）を通じた一元的な伴走支援 

      首都圏における移住・就職相談、情報発信 

県内における市町村・企業との調整 等 

・設定期間 令和８年度  
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○全国高等学校総合文化祭あきた大会開催事業              （１３８,０２５） 

    令和８年度に開催する本大会の総合開会式及びパレード等を実施する。 

・実施内容 総合開会式及びパレードの運営、展示作品保管等管理、シャ 

トルバス輸送等の準備等の業務委託 

・設定期間 令和８年度 

 

○あきたＭｕｓｅｕｍ機能強化事業                   （４０,６５４） 

    県民に多彩で良質な芸術鑑賞の機会を提供するため、県立美術館、近代美 

術館、博物館及び農業科学館において特別展を開催する。 

・開催内容 ホキ美術館名品展、親愛なる友フィンセント 動くゴッホ展 等 

・設定期間 令和８年度 

 

 

 Ⅱ 公共事業 

＜債務負担行為＞ 

   ○国庫補助事業                          （２,４６４,０００） 

    ・秋田港アクセス道路整備事業   1,500,000 千円 

・雪寒建設機械整備事業費      410,000 千円 

・地方道路交付金事業（補修）     304,000 千円     

・空港整備事業            215,000 千円 

     ・都市公園安全安心事業        35,000 千円 
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○県単独事業                             （１,２９３,５０２） 

・県単道路補修事業          991,000 千円 

・県単河川等環境維持修繕事業       128,449 千円 

・県単空港施設整備費           81,053 千円 

・県単河川改良事業         80,000 千円 

・県単砂防事業            13,000 千円 

 

○災害復旧事業                           （５８５,２００） 

・現年発生土木災害復旧事業     400,000 千円 

・漁港災害復旧事業         100,000 千円 

・港湾災害復旧事業         50,000 千円 

・漁港災害関連事業         30,000 千円 

・県単漁港維持改良事業        5,200 千円 

 

 Ⅲ 人 件 費                            ２,７９６,２１０ 

人事委員会勧告及び実績見込みに基づき、給与費を補正する。 

   ・人事委員会勧告分   4,331 百万円 

   ・実績見込み分    △1,535 百万円 
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Ⅳ そ の 他 

＜債務負担行為＞ 

○県議会広報事業                             （５３,４５０） 

 広報紙やテレビ等により、県議会の情報を提供する。 

    ・設定期間 令和８年度 

 

    ○栗田支援学校整備事業                        （５０６,０００） 

     栗田支援学校の小学部棟改修に伴う仮設校舎を整備する。 

・設定期間 令和８～10 年度 
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